
深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、骨 髄 又 は 末 梢 血 幹 細 胞（ 以 下「 骨 髄 等 」

と い う 。）の 提 供 者 と な っ た 者（ 以 下「 ド ナ ー 」と い う 。）

に 対 し 深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 （ 以 下 「 助 成

金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に よ り 、 骨 髄 等 の 提 供 希 望

者 の 増 加 及 び 骨 髄 等 の 移 植 の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と し 、

深 谷 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 深 谷 市 規

則 第 ５ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

 

（ 交 付 対 象 者 ）  

第 ２ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当

す る 骨 髄 等 の 提 供 者 と す る 。  

（ １ ） 公 益 財 団 法 人 日 本 骨 髄 バ ン ク （ 以 下 「 バ ン ク 」 と い

う 。 ） が 実 施 す る 骨 髄 バ ン ク 事 業 に ド ナ ー 登 録 を 行 い 骨

髄 等 の 提 供 を 完 了 し た 者 で あ っ て 、 他 の 助 成 金 等 の 交 付

（ ド ナ ー 休 暇 取 得 を 含 む ） を 受 け て い な い 者  

（ ２ ） 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  

（ ３ ） 市 税 の 滞 納 が な い 者  

 

（ 助 成 金 の 額 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 額 は 、 骨 髄 等 の 提 供 の た め の 通 院 又 は 入 院

の 日 数 （ 以 下 「 通 院 等 の 日 数 」 と い う 。 ） に ２ 万 円 を 乗 じ

て 得 た 額 と す る 。  

２  前 項 の 通 院 等 の 日 数 は 、 次 に 掲 げ る 通 院 等 の 日 数 を 合 計

し た も の と し 、 そ の 上 限 は 、 ７ 日 と す る 。 た だ し 、 骨 髄 等

の 採 取 術 又 は こ れ に 関 連 し た 医 療 処 置 に よ っ て 生 じ た 健 康

被 害 に 係 る 通 院 等 を 除 く も の と す る 。  



（ １ ） 健 康 診 断 の た め の 通 院 の 日 数  

（ ２ ） 自 己 血 貯 血 の た め の 通 院 の 日 数  

（ ３ ） 骨 髄 等 の 採 取 の た め の 入 院 の 日 数  

（ ４ ） そ の 他 骨 髄 等 の 提 供 に 関 し 、 財 団 が 必 要 と 認 め る 通

院 等 の 日 数  

 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る ド ナ ー は 、 深 谷 市 骨

髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）に 、

次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 骨 髄 等 の 提 供 が 完 了 し た 日 か ら

９ ０ 日 以 内 に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） バ ン ク が 発 行 す る 骨 髄 等 の 提 供 が 完 了 し た こ と を 証

す る 書 類  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

（ 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 が あ っ た と き は 、 速

や か に 審 査 を 行 い 、 助 成 金 の 交 付 の 可 否 及 び 交 付 額 を 決 定

す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 助 成 金 の 交 付 の 可 否 の 決 定 に 当

た り 、 第 ２ 条 の 交 付 対 象 者 と し て の 要 件 に 関 す る 審 査 を 行

う た め 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 し た 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と

い う 。 ） の 同 意 の 上 、 市 税 の 納 付 状 況 等 に つ い て の 調 査 を

行 う こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 の 可 否 及 び 交

付 額 を 決 定 し た と き は 、 深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助

成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 深 谷 市 骨 髄 移 植 ド

ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ

り 申 請 者 に 通 知 の 上 、 助 成 金 の 交 付 を 可 と 決 定 し た 申 請 者

に 対 し 、 速 や か に 助 成 金 を 交 付 す る も の と す る 。  



 

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 申 請 者 が 虚 偽 そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 助 成

金 の 交 付 を 受 け た と 認 め た と き は 、 当 該 助 成 金 の 全 部 又 は

一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長

が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ６

年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  



様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 申 請 書  

年   月   日  

深 谷 市 長  あ て  

申 請 者  住   所  〒          

氏   名  

電 話 番 号            

 

深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 要 綱 第 ４ 条 第 １

項 の 規 定 に 基 づ き 、 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 の 交 付 を

受 け た く 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

＜ 申 請 内 容 ＞  

※ 申 請 番 号 の 記 入 は 不 要 で す  

＜ 確 認 事 項 ＞            

私 は 、 審 査 に 必 要 な 情 報 （ 住 民 基 本 台 帳 等 ） の 提 供 及 び

調 査 に 同 意 し ま す 。  

署 名           

＜ 添 付 書 類 ＞  

（ １ ） 公 益 財 団 法 人 日 本 骨 髄 バ ン ク が 発 行 す る 証 明 書  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類   

ド ナ ー 氏 名   

対 象 期 間  年  月  日 か ら    年  月  日 ま で （  日 分 ）  

職  
業  

□ 会 社 員 ／ □ ﾊﾟ ｰ ﾄ・ｱ ﾙ ﾊ ﾞ ｲ ﾄ等 ／ □ 学 生 ／ □ 無 職 ／ □ そ の 他（  ） 
〔 通 勤 (学 )先 ：                     〕 

ド ナ ー 休 暇 （ 休 業 ） 制 度 等 の 有 無  □ 有  ・  □ 無  

振
込
先  

金 融 機 関  
金 融 機 関 名  支 店 名  

  

( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ )   預 金 種 目  普 通 ・ 当 座  

口 座 名 義   口 座 番 号   

申 請 番 号   



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

深 保 セ 発 第    号  

年   月   日  

 

申 請 者 名  

 

深 谷 市 長        印  

 

 

深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 付 け で 申 請 の あ っ た 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援

事 業 助 成 金 に つ い て は 、 次 の と お り 交 付 す る こ と に 決 定 し ま

し た の で 、 深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 要 綱 第

５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

 

 

申 請 番 号  

 

申 請 者 名  

 

交 付 決 定 額          円  

 

  



様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

深 保 セ 発 第    号  

年   月   日  

 

申 請 者 名  

 

深 谷 市 長       印  

 

 

深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 付 け で 申 請 の あ っ た 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事

業 助 成 金 に つ い て は 、下 記 の 理 由 に よ り 交 付 で き ま せ ん の で 、

深 谷 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

（ 理 由 ）  

 

 


